
※本件は、平成２５年２月１８日付け（２４庁財第６９１号）で、文化庁次長

から関係教育委員会教育長宛に発出した通知です。

（宛先）岩手県、宮城県、福島県、仙台市教育委員会教育長

東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱い

に関する平成２３年４月２８日付け文化庁次長通知（２３

庁財第６１号）について（通知）

東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについては，「東

日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについて」（平成２３

年４月２８日付け２３庁財第６１号文化庁次長通知。以下「２３年通知」とい

う。）及び「東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについ

て」（平成２４年４月１７日付け２４庁財第６２号文化庁次長通知）により，

迅速な埋蔵文化財発掘調査の実施をお願いしていますが，２３年通知の解釈に

ついて問合せを受けましたので，下記のとおり周知いたします。

貴管下の関係市町村に対して周知いただくとともに，迅速な埋蔵文化財発掘

調査の実施に向けて，御指導と御協力をお願いいたします。

記

【問合せ内容】

２３年通知の別紙３（２）②「埋蔵文化財の適切な保護に遺漏のないよう

措置すること」及び④「分布調査（現地踏査）や試掘調査を行い，あらかじ

め埋蔵文化財の範囲や性格等を把握すること」は，防災集団移転促進事業等

の復興事業に関し，周知の埋蔵文化財包蔵地として設定されていない地域に

当該復興事業が行われることとなった場合にも分布調査や試掘・確認調査を

行うことを求めているのか。

【本件に関する考え方】

（２３年通知の別紙３（２）②及び④の基本的な考え方）

２３年通知の別紙３（２）②及び④の趣旨は，円滑な復興と埋蔵文化財保

護の両立の観点から，防災集団移転促進事業等の復興事業の事業地の決定前

に埋蔵文化財の有無を把握するとともに，当該事業地が埋蔵文化財包蔵地に



重ならないよう計画段階から事業者と調整することを求めているものです。

（復興事業について埋蔵文化財保護担当部局との調整を終えているもの）

防災集団移転促進事業等の復興事業の事業地の決定に際し，埋蔵文化財保

護を担当している教育委員会の文化財担当部局と十分な調整を経ている場合

は，特別な事情が生じた場合を除き，改めて分布調査や試掘・確認調査を行

う必要はありません。

（復興事業について埋蔵文化財保護担当部局と調整中又は未調整のもの）

未開発の山林など十分に分布調査や試掘・確認調査が行われていない地域

については，

① 事業計画決定前から事業者と十分な情報共有を行うこと，

② 可能な限り早期に分布調査や試掘・確認調査を行い，事業者が埋蔵文

化財包蔵地を回避すること，

を通じて，埋蔵文化財発掘調査を最小限に抑えることが，円滑な復興と埋蔵

文化財保護の両立にとって重要と考えています。
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